
通⾏禁⽌道路通⾏許可申請に伴う添付資料について
2023年1⽉（軽⾃動⾞は2024年1⽉）より新たに交付される⾞検証は電⼦化されました。
⾞検証の種類によって添付資料が異なるので、注意してください。１申請につき１部写しを
提出してください。また、許可申請書に記載する内容に不備がないか確認してください。

電⼦化以前の⾞検証 電⼦化以降の⾞検証

A４サイズの⾞検証となります。
A４の⾞検証を写しを提出してください。
※ A6サイズ（ハガキサイズ）の⾞検証の場合は右

の電⼦化以降の⾞検証を参考にしてください

A6サイズ（ハガキサイズ）の⾞検証
ではなく、⾃動⾞検査証記録事項を
提出してください。
※「⾃動⾞検査証記録事項」がお⼿元にない場合は、

国⼟交通省の提供する⾞検証閲覧アプリを利⽤し
帳票の印刷してください


